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杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を

改正する条例

杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例 (平成 1 3年

杉並区条例第2 6 号) の一部を次のように改正する。

題名中 ｢政務調査費｣ を ｢政務活動費｣ に改める。

第 1条中 ｢及び第 1 5 項｣ を ｢から第 1 6 項まで｣ に改め、 ｢調査研究｣ の次に

｢その他の活動｣ を加え、 ｢政務調査費｣ を ｢政務活動費｣ に改める。

第 2 条並びに第 3 条の見出し並びに同条第 1 項及び第 2 項中 ｢政務調査費｣ を

｢政務活動費｣ に改める。

第4条の見出し中 ｢政務調査費｣ を ｢政務活動費｣ に改め、同条第 1項中 ｢政務

調査費｣ を ｢政務活動費｣ に改め、 ｢次条第 1 項の｣ の次に ｢規定による｣ を加え、
　

　

同条第 2 項中 ｢政務調査費｣ を ｢政務活動費｣ に改める。

第 5 条第 1 項及び第 3 項中 ｢政務調査費｣ を ｢政務活動費｣ に改める。

第 6 条第 1項中 ｢前条の｣ の次に ｢規定による｣ を加え、 ｢政務調査費｣ を ｢政

務活動費｣ に改め、 同条第 2 項中 ｢前条の｣ の次に ｢規定による｣ を加える。

第 7 条中 ｢前条の｣ の次に ｢規定による｣ を加え、 ｢政務調査費｣ を ｢政務活動

費｣ に改める。

第 8 条の見出し中 ｢政務調査費｣ を ｢政務活動費｣ に改め、 同条第 1 項中 r政務

調査費｣ を ｢政務活動費｣ に改め、 同条第 2 項中 ｢前項の｣ の次に ｢規定による｣

を加え、 ｢政務調査費｣ を ｢政務活動費｣ に改め、 同条第 3 項中 ｢政務調査費｣ を

｢政務活動費｣ に改め、 ｢第 6 条第 2 項の｣ の次に ｢規定による｣ を加え、 同条第

4 項及び第 5 項中 ｢政務調査費｣ を ｢政務活動費｣ に改め、 同条第 6 項中 ｢政務調

査費｣ を ｢政務活動費｣ に改め、 ｢会派の解散｣ の次に ｢の日｣ を加える。

第 9 条中 ｢政務調査費｣ を ｢政務活動費｣ に、 ｢規則｣ を 明月表｣ に改め、 ｢調

査研究｣ の次に ｢その他の活動｣ を加える。

第 1 0条第 1項中 ｢政務調査費収支報告書｣ を ｢政務活動費収支報告書｣ に、
｢政務調査費の｣ を ｢政務活動費の｣ に改め、 同条第 2 項中 ｢政務調査費｣ を ｢政

務活動費｣ に改め、 同条に次の 1 項を加える。

5 報告書及び出納簿は、議長に提出後 3 0 日以内に、 杉並区議会のホームページ



に掲載して公表しなければならない。

第 1 1 条中 ｢政務調査費｣ を ｢政務活動費｣ に改める。

第 1 2 条の見出し中 ｢政務調査費｣ を ｢政務活動費｣ に改め、 同条中 ｢政務調査

費の交付を受けた｣ を削り、 ｢受けた政務調査費｣ を ｢受けた政務活動費｣ に、

｢行った政務調査費｣ を ｢行った政務活動費｣ に、 .
｢の政務調査費｣ を ｢の政務活

動費｣ に改める。

第 1 3 条中 ｢政務調査費｣ を ｢政務活動費｣ に改める。

附則の次に次の別表を加える。



別表 (第9条関係)

政務活動費使途基準

科目 内容
･

調査研究費 1 区の事務及び地方行財政に関する瞬宣朔ん並びに調査委託 ･分析に要する経費
(調査委託費、宿泊費、交通費)

2 政策立案 ･提言のためだ乾蕊 '
…會朔た鞘がに調査委託 ･分析に要する経費

(調査委託費、 宿泊費、交通費)

3 調査研究活動のため“ " 鏥 ｣ fL “‐--ニメは現地調査に要する経費

(宿泊費、交通費)

研修費 1 会派又は議員が行う研修会、講演会に要する経費
(会場費、機材等倍上費、講師謝礼金、宿泊費、交通費)

2 他団体が開催する研修会、講演会への議員又は会派若しくは議員が雇用する職
員の参加に要する経費
(宿泊費. 交通費、参加費 ･会費)

会議費 1 調査研究に基づく政策立案のための会議の開催に要する経費
(会場費、機材等倍上費、通信費) ･

2 区民からの区政又は会派の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議の
開催に要する経費
(会場費、機材等倍上費、通信費)

資料作成費 調査研究、研修、会議及び議会審議に必要な資料を作成するために要する経費
(原稿料、印刷 ･製本費)

資料購入費 調査研究、研修、会議及び議会審議に必要な図書、資料等の購入に要する経費
(書籍購入費、新聞購読費、雑誌購読費)

広報費 調査研究活動及び区の政策に関する広報活動に要する経費
(印刷 ･製本費、広報紙等送料、会場費、 機材等倍上費)

事務費 調査研究、研修、 会議、資料作成、資料購入、広報及び議会審議に係る事務執行
に要する経費

(事務用品 ･備品購入費、事務機器等倍上費、インターネット接続料、通信費)

事務所費 調査研究に必要な事務所の設置、管理に要する経費
(事務所賃借料、 C A T V ･電話回線敷設料、維持管理費)

人件費 上記調査研究、研修、会議、資料作成、資料購入及び広報に係る事務等を補助す
る職員を雇用する経費

(賃金、社会保険料、交通費)

注 括弧内は例示

別記様式を次のように改める。



別記様式 (第 1 0 条、 第 1 1 条関係)

(1 ) 会派に係る政務活動費収支報告書

年 月 日

会 派 名

代表者氏名 ⑳

杉並区議会議長 宛

年度政務活動費収支報告書

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例第 1 0条
の規定に基づき、 下記のとおり 年度政務活動費の収支について報告しま
す。

1 収 入
政務活動費 円

2 支 出

科 目 金 額 備 考

調 査 研 究 費

研 修 費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 費

事 務 費

事 務 所 費

人 , 件 費

合 計

3 残 額 円

注 備考欄には、 主たる支出の内訳を記載する。



(2 ) 議員に係る政務活動費収支報告書

杉並区議会議長 宛

議 員 名 ⑳

年度政務活動費収支報告書

杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例第 1 0 条

の規定に基づき、 下記のとおり 年度政務活動費の収支について報告しま
す。

1 収 入
政務活動費 円

2 支 出 (単位 円)

科 目 金 額 備 考

調 査 研 究 費

研 修 費

会 議 費

資 料 作 成 費
′

資 料 購 入 費

広 報 費

事 務 費

事 務 所 費
･

人 件 費

合 計

3 残 額 田

注 備考欄には、 主たる支出の内訳を記載する。



附 則

1 この条例は、 平成 2 5 年 3月 1 日から施行する。

2 この条例による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付

に関する条例の規定は、 この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について

適用し、 同日前にこの条例による改正前の杉並区議会の会派及び議員に対する政

務調査費の交付に関する条例の規定により交付した政務調査費については、 なお

従前の例による。

(提案理由)

地方自治法の一部が改正されたことに伴い、 所要の規定の整備を図る必要がある。



資 料

杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を

改正する条例新旧対照表 (抄)

新 条 例 旧 条 例

杉並区議会の会派及び議員に対す

る政務調査費の交付に関する条例

(趣旨)

第 1条 この条例は、 地方自治法 (昭和

2 2年法律第 6 7 号) 第 1 0 0 条第 1

4 項及び第 1 5 項 の規定に基づ

き、 杉並区議会 (以下 ｢議会｣ とい

う。 ) の議員の調査研究

に資するため必要な経費の一部とし

て、 議会における会派及び議員に対

し、 政務調査費を交付することに関し

必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第 2条 政務調査費は、議会における会

派 (所属議員が 1人の場合を含む。 以

下 ｢会派｣ という。 ) 及び議員の職に

ある者 (以下 ｢議員｣ という。 ) に対

して交付する。

(会派に係る政務調査費)

第 3条 会派に係る政務調査費は、各自

1 日 (以下 ｢基準 則 という。 ) にお

ける当該会派の所属議員の数に月額 1

6 万円を乗じて得た額とする。

2 月の途中において、 議員の任期滴

杉並区議会の会派及び議員に対す

る政務活動費の交付に関する条例

(趣旨)

第 1条 この条例は、 地方自治法 (昭和

2 2 年法律第 6 7 号) 第 1 0 0 条第 1

4 項から第 1 6 項までの規定に基づ

き、 杉並区議会 (以下 ｢議会｣ とい

う。 ) の議員の調査研究その他の活動

に資するため必要な経費の一部とし

て、 議会における会派及び議員に対

し、 政務活動費を交付することに関し

必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第 2条 政務活動費は、議会における会

派 (所属議員が 1人の場合を含む。 以

下 ｢会派｣ という。 ) 及び議員の職に

ある者 (以下 ｢議員J という。 ) に対

して交付する。

(会派に係る政務活動費)

第 3条 会派に係る政務活動費は、各自

1 日 (以下 ｢基準日｣ という。 ) にお

ける当該会派の所属議員の数に月額 1

6 万円を乗じて得た額とする。

2 月の途中において、 議員の任期満



了、 辞職、 失職、 死亡若しくは除名、

議員の所属会派からの脱会若しくは除

名又は議会の解散があった場合におけ

るこれらの事由が生じた日の属する月

の政務活動費の交付については、 これ

らの事由は生じなかったものとみな

す。 一の会派が他の会派と合併し、 又

は会派が解散した場合も同様とする。
3 略

(議員に係る政務活動費)

第4条 議員に係る政務活動費は、基準

日に在職する議員 (次条第 1項の規定

による届出を行った会派に所属する議

員を除く。 ) につき、月額 1 6 万円と

する。

2 月 の途中において、 議員の任期満

了、 辞職、 失職、 死亡若しくは除名又

は議会の解散があった場合におけるこ

れらの事由が生じた日の属する月の政

務活動費の交付については、 これらの

事由は生じなかったものとみなす。

(議長に対する届出)

第 5 条‘会派として政務活動費の交付を

受けようとするときは、 当該会派の代

表者は、政務活動費に係る経理担当者

を定め、所属議員の氏名等を議長 (議

長の職務を行う者がないときは議会の

事務局長。 以下同じ。 ) に届け出なけ

ればならない。 その届け出た内容に異

了、 辞職、 失職、 死亡若 しくは除名、

議員の所属会派からの脱会若しくは除

名又は議会の解散があった場合におけ

るこれらの事由が生じた日の属する月

の政務調査費の交付については、これ

らの事由は生じなかったものとみな

す。 一の会派が他の会派と合併し、 又

は会派が解散した場合も同様とする。

3 略

(議員に係る政務調査費)

第4条 議員に係る政務調査費は、基準

日に在職する議員 (次条第 1項の

届出を行った会派に所属する議

員を除く。 ) につき、 月額 1 6 万円と

する。

2 月の途中において、 議員の任期満

了、 辞職、 失職、 死亡若しくは除名又

は議会の解散があった場合におけるこ

れらの事由が生じた日の属する月の政

務調査費の交付については、 これらの

事由は生じなかったものとみなす。

(議長に対する届出)

第 5条 会派として政務調査費の交付を

受けようとするときは、 当該会派の代

表者は、 政務調査費に係る経理担当者

を定め、所属議員の氏名等を議長 (議

長の職務を行う者がないときは議会の

事務局長。 以下同じ。 ) に届け出なけ

ればならない。 その届け出た内容に異
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資 料

動を生じたときも同様とする。

2 略

動を生じたときも同様とする。

2 略

3 議員に係る政務調査費の交付を受け

ようとするときは、 議員は、 その旨を

議長に届け出なければならない。 議員

に係る政務調査費を受けないこととす

るときも同様とする。

(区長への通知)

第6条 議長は、 前条の 届出

に基づき、 毎年度 4 月 1 日の政務調査

費に係る会派及び議員の状況につい

て、 区長に通知するものとする。

2 議長は、 年度途中において、 前条の.

届出を受けたときは、 速や

かに区長に通知しなければならない。

(交付決定)

第 7条 区長は、 前条の 通知

に基づき、速やかに政務調査費の交付

の決定を行い、会派の代表者及び議員

に通知するものとする。

(政務調査費の請求及び交付)

第 8条 会派の代表者及び議員は、前条

の規定による通知を受けた後、 毎四半

期の最初の月 の 1 0 日 (その日が杉並

区の休日を定める条例 (平成元年杉並

区条例第 5号) 第 1条に定める区の休

日に当たるときは、 その翌日) まで

に、 区長に当該四半期に属する月数分

の政務調査費を請求するものとする。

3 議員に係る政務活動費の交付を受け

ようとするときは、 議員は、 その旨を

議長に届け出なければならない。 議員

に係る政務活動費を受けないこととす

るときも同様とする。

(区長への通知)

第6条 議長は、 前条の規定による届出

に基づき、 毎年度 4 月 1 日の政務活動

費に係る会派及び議員の状況につい

て、 区長に通知するものとする。

2 議長は、 年度途中において、 前条の

規定による届出を受けたときは、速や

かに区長に通知しなければならない。

(交付決定)

第 7条 区長は、 前条の規定による通知

に基づき、速やかに政務活動費の交付

の決定を行い、会派の代表者及び議員

に通知するものとする。

(政務活動費の請求及び交付)

第 8条 会派の代表者及び議員は、前条

の規定による通知を受けた後、 毎四半

期の最初の月 の 1 0 日 (その日が杉並

区の休日を定める条例 (平成元年杉並

区条例第 5 号) 第 1 条に定める区の休

日に当たるときは、 その翌日) まで

に、 区長に当該四半期に属する月数分

の政務活動費を請求するものとする。



ただし、 一四半期の途中で議員の任期

が満了する場合は、任期満了日が属す

る月までの月数分を請求するものとす

る。

2 区長は、 前項の規定による請求があ

ったときは、 速やかに政務活動費を交

付するものとする。

3 一四半期の途中において、 新たに会

派が結成されたとき、 又は新たに議員

となったとき、 若しくは政務活動費の

交付を受けていた会派の所属議員でな

くなったときは、 第 6 条第 2 項の規定

による通知があった日の属する月の翌

月 (その日が基準日である場合は、 当

月) 分以降の政務活動費を当該会派の

代表者又は当該議員に対して交付す

る。

4 一四半期の途中において、 会派の所

属議員数に異動が生じた場合は、増員

分に係る政務活動費については第 1 項

の規定を準用し、減員分に係る政務活

動費については速やかに区長に返還し
、なければならない。

5 前 2 項の規定に基づき、 一四半期の

途中で政務活動費の請求を行う場合に

おける第 1項の適用については、 同項

中 ｢毎四半期の最初の月の 1 0 日｣ と

あるのは、 ｢当該事実の生じた日の翌

月 (その日が基準日である場合は、 当

ただし、 一四半期の途中で議員の任期

が満了する場合は、任期満了日が属す

る月までの月数分を請求するものとす

る。

2 区長は、 前項の 請求があ

ったときは、 速やかに政務調査費を交

付するものとする。

3 - 四半期の途中において、 新たに会

派が結成されたとき、 又は新たに議員

となったとき、 若しくは政務調査費の

交付を受けていた会派の所属議員でな

くなったときは、 第 6 条第 2 項の

通知があった日の属する月の翌

月 (その日が基準日である場合は、 当

月) 分以降の政務調査費を当該会派の

代表者又は当該議員に対して交付す

る。

4 - 四半期の途中において、 会派の所

属議員数に異動が生じた場合は、増員

分に係る政務調査費については第 1項

の規定を準用し、減員分に係る政務調

査費については速やかに区長に返還し

なければならない。

5 前 2 項の規定に基づき、 一四半期の

途中で政務調査費の請求を行う場合に

おける第 1 項の適用については、 同項

中 ｢毎四半期の最初の月の 1 0 日j と

あるのは、 ｢当該事実の生じた日の翌

月 (その日が基準日である場合は、 当
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月 ) の 1 0 日｣ とする。

6 一四半期の途中において、 政務活動

費の交付を受けた会派が解散したと

き、 又は政務活動費の交付を受けた議

員が議員でなくなったときは、 当該会

派の代表者であった者又は当該議員で

あった者は、 会派の解散の日又は議員

でなくなった日の属する月の翌月 (そ

の日が基準日である場合は、 当月) 分

以降の政務活動費を区長に返還しなけ

ればならない。

(使途基準)

第 9条 政務活動費の交付を受けた会派

及び議員は、 政務活動費を別表で定め

る使途基準に従って使用するものと

し、 区政に関する調査研究その他の活

動に資するため必要な経費以外のもの

に充ててはならない。

(収支報告書等の提出)

第 1 0 条 会派の代表者及び議員は、 前

年度分の政務活動費収支報告書 御｣記

様式。 以下 ｢報告書｣ という。 ) に、

政務活動費の収支を表す出納簿 (以下

｢出納簿j という。 ) 及び領収書その

他の証拠書類 (以下 ｢領収書等｣ とい

う。 ) を添えて、 年度終了日の翌日か

ら起算して 3 0 日以内に議長に提出し

なければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が鰐

月 ) の 1 0 日｣ とする。

6 一四半期の途中において、 政務調査

費の交付を受けた会派が解散したと

き、 又は政務調査費の交付を受けた議

員が議員でなくなったときは、 当該会

派の代表者であった者又は当該議員で

あった者は、 会派の解散 又は議員

でなくなった日の属する月の翌月 (そ

の日が基準日である場合は、 当月) 分

以降の政務調査費を区長に返還しなけ

ればならない。

(使途基準)

第9条 政務調査費の交付を受けた会派

及び議員は、政務調査費を規則で定め

る使途基準に従って使用するものと

し、 区政に関する調査研究

に資するため必要な経費以外のもの

に充ててはならない。

(収支報告書等の提出)

第 1 0 条 会派の代表者及び議員は、前

年度分の政務調査費収支報告書 (別記

様式。 以下 ｢報告書｣ という。 ) に、

政務調査費の収支を表す出納簿 (以下

｢出納簿｣ という。 ) 及び領収書その

他の証拠書類 (以下 ｢領収書等｣ とい

う。 ) を添えて、 年度終了日の翌日.か

ら起算して 3 0 日以内に議長に提出し

なければならない。

2 政務調査費の交付を受けた会派が解

- 5 【



敵し、 又は政務活動費の交付を受けた

議員が議員でなくなったときは、 前項

の規定にかかわらず、 当該会派の代表

者であった者又は当該議員であった者

は、 その事実があった日の翌日から起

算して 3 0 日以内に、 報告書、 出納簿

及び領収書等を議長に提出しなければ

ならない。

3 及び 4 略

5 報告書及び出納簿は、議長に提出後

3 0 日以内に、 杉並区議会のホームペ

ージに掲載して公表しなければならな

し、。

(議長の調査)

第 1 1 条 議長は、政務活動費の適正な

運用を期すため、 報告書、 出納簿及び‐

領収書等が提出されたときは、 必要に

応じ調査を行うことができる。

(政務活動費の返還)

第 1 2 条 区長は、

会派及び議員がその年度におい

て交付を受けた政務活動費の総額か

ら、当該会派及び議員がその年度にお

いて行った政務活動費による支出 (第

9 条に規定する使途基準に従って行っ

た支出をいう。 ) の総額を控除して残

余がある場合、当該残余の額に相当す

る額の政務活動費の返還を命ずること

ができる。

散し、 又は政務調査費の交付を受けた

議員が議員でなくなったときは、 前項

の規定にかかわらず、 当該会派の代表

者であった者又は当該議員であった者

は、 その事実があった日の翌日から起

算して 3 0 日以内に、 報告書、 出納簿

及び領収書等を議長に提出しなければ

ならない。

3 及び 4 略

(議長の調査)

第 1 1 条 議長は、政務調査費の適正な

運用を期すため、 報告書、 出納簿及び

領収書等が提出されたときは、 必要に

応じ調査を行うことができる。

(政務調査費の返還)

第 1 2 条 区長は、政務調査費の交付を

受けた会派及び議員がその年度におい

て交付を受けた政務調査費の総額か

ら、当該会派及び議員がその年度にお

いて行った政務調査費による支出 (第

9 条に規定する使途基準に従って行っ

た支出をいう。 ) の総額を控除して残

余がある場合、当該残余の額に相当す

る額の政務調査費の返還を命ずること

ができる。
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(委任) (委任)

第 1 3 条 この条例に定めるもののほ

か、政務調査費の交付に関し必要な事

項は、 規則で定める。

第 1 3 条 この条例に定めるもののほ

か、 政務活動費の交付に関し必要な事

項は、 規則で定める。
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